
 

 

ＮＰＯ等が行っている高齢者や障がい者などを移送するサービスである福祉有償運送事業に

従事するボランティア運転手となるための運転者講習会を実施します。 

なお、「セダン等運転者講習」に該当する講義の受講は希望制となっております。別紙「申込

書」に記載の＜セダン運転者講習の受講について＞をご確認の上、お申し込みください。 

１ 概  要 

福祉有償運送は、ＮＰＯ等が、高齢や障がい等により一人では外出することが困難な方で、あ

らかじめ登録された利用者に対し、白ナンバーの自動車により有償で移送するサービスを行う制

度です。ＮＰＯ等に所属するボランティア運転手が実際のサービスの担い手です。 

今回の講習会は、このボランティア運転手を育成支援するために実施するものです。 

２ 日 時 令和８年３月 14日（土）9：30～19：00 

15 日（日）9：30～12：00 

※セダン等運転者講習を受講されない場合は、3 月 14 日のみご参加ください。

３ 場 所 ももち文化センター（福岡市早良区百道２丁目３番 15 号） 

3 月 14 日（土）3 階 会議室 2 

3 月 15 日（日）2 階 会議室 4 

４ 講習内容 次の内容を２日間で実施 

○関係法令等に関する講義

○安全・安心な運行と緊急時の対応に関する講義

○運転方法に関する講義

○障がいの知識及び利用者理解に関する講義

○基礎的な接遇技術及び介助技術に関する講義

○福祉自動車の特性に関する講義

○福祉自動車の運転方法等に関する演習

○福祉自動車以外の自動車を使用して行う福祉有償運送における利用者理解

及び乗降介助等の対応に関する講義及び演習

５ 対 象 者 福岡市内の福祉有償運送実施団体登録者及び登録予定者 

※定員に満たない場合は上記以外の方も参加可。

※登録予定者とは、事前に福祉有償運送実施団体と協議し、受講後、

速やかに運転者として活動できる方のことです。

６ 定 員 ２０人程度（応募多数の場合は事務局において選定。） 

７ 参加費用 福岡市内の福祉有償運送実施団体登録者及び登録予定者の方 1,000 円 

※上記以外の方 15,000 円（実費）

８ 募集期間 令和８年１月２３日（金）～令和８年３月２日（月）まで 

９ 申込方法 電子メール（または FAX）にて福祉局高齢社会部高齢社会政策課へ提出 

【お問い合わせ、お申し込み先 事務局】 

福岡市役所 福祉局 高齢社会部 高齢社会政策課（担当：小田、岩下） 

住  所：〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

電  話：092-711-4595  FAX：092-733-5914 

E-mail  ：koreisyakai.PWB@city.fukuoka.lg.jp

令和７年度福岡市福祉有償運送運転者講習会 

（「福祉有償運送運転者講習」及び「セダン等運転者講習」） 

～ 受講者募集 ～ 




